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研究成果の概要（和文）：本研究では、戦災復興計画標準の各種標準の計画思想の明確化と現代都市基盤、建
築・都市計画法規検討への影響を考察した。特に、基盤整備において戦災復興計画標準では、街区・土地単位で
の調整に重点が置かれていたが、各都市の設計段階においては柔軟な対応が確認されたこと。建築・都市計画法
規に対しては、戦災復興土地利用計画に即した用途区分の模索がなされ、過少宅地整備の制度化など、検討初期
から重要視されていた項目の発展的検討がなされたことを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：In this study, I considered planning thought design standards of War-Damage 
Reconstruction and effects on urban foundation, building regulation and city planning act.
In the design standards, emphasis was placed on the adjustment block and land unit in infrastructure
 development. On the other hand, flexibility was confirmed at the design stage. As for the influence
 on the building regulation and the city planning act, War-Damage Reconstruction Institute explored 
zoning according to land use design standard. They made a developmental study of the point that were
 regarded as important from the early stages, such as small land readjustment.

研究分野： 都市計画・建築計画
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様	 式	 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通）	

１．研究開始当初の背景 
	 戦災復興事業は全国の近代都市基盤形成
を進める一大事業であったが、多数都市の同
一時的な復興事業の早期実施に向け、都市整
備上のガイドラインとなる戦災復興計画標
準が示された。この戦災復興計画標準につい
ては、戦前の計画標準との比較研究、一都市
における独自の基準作成は明らかにされて
きたが、計画標準作成時の検討段階や標準作
成者の計画思想に踏み込んだ詳細な考察は
行われてこなかった。こうしたことから、計
画思想を念頭に置いた都市整備の検証は十
分とは言えず、都市計画分野における戦災復
興研究は一都市の復興計画の影響を考察す
ることに偏重していた。加えて、計画標準の
示した都市像の実現に向けて検討された、制
度体系への影響を明らかにする試みもなさ
れてこなかった。 
 
２．研究の目的 
	 本研究では、こうした学術的な不足を補う
ため、戦災復興計画標準として示された土地
利用計画、街路計画、緑地（公園）計画、区
画整理設計、区画整理換地計算の各標準の立
案段階の考察から、①戦災復興計画標準の計
画意図を総合的に評価すること。こうした②
ガイドラインが戦災都市での復興計画立案
に与えた影響を考察し、画一的な都市形成と
多様な都市形成の実態を把握すること。基盤
整備を進める際の③建築・都市計画法規と計
画標準との関係性を明らかにすることを目
的とした。 
 
３．研究の方法 
	 研究方法としては以下の 3つの調査を実施
した。	
1) 国内に残存する戦災復興計画標準の検討
過程及び計画標準に内在する計画思想が
反映された建築・都市計画法規に関する
文献調査。	

2) 戦災復興都市計画及び終戦直後の建築・
都市計画法規を対象とした研究実績を有
する先行研究者へのヒアリング調査。	

3) 戦災復興事業により都市基盤整備が実施
された戦災復興事業地区における実測調
査、関係者へのヒアリング調査。	

	 なお、調査を実施する戦災復興都市選定に
あたっては、計画標準の思想が色濃く反映さ
れる可能性の高い関東圏の戦災都市、戦災復
興院からの嘱託が計画策定に関与した地方
中枢都市、事前の資料調査から、独自の基盤
形成の特色が見られた小都市を抽出し、調査
対象地とした。	
	
４．研究成果	
４-１．戦災復興計画標準の検討過程	
	 まず、計画標準の検討過程として考察が行
えていなかった換地計算標準の検討過程の
精査を行い、これまでの研究蓄積と合わせた
計画思想の全体像の把握を試みた。	

（1）土地区画整理換地計算標準の検討過程	
	 計画標準検討の前段として、戦災復興事業
は土地区画整理を事業手法とすることが規
定路線として考えられる中、一つの案として
地券発行が提起された。こうした証券化によ
る一時的な土地の公有化は事務局案まで検
討が進められたが具体の政策まで行き着く
ことはなかった。しかしながら、基本方針内
に検討の余地を残すに至り、中央でも事業実
施の困難が予想される東京や 2〜3の都市（広
島や長崎）での地券発行があり得ること。こ
うした過程で提案された宅地規模の正常化
に向けた過小画地に対する増換地、過大な画
地に対する減換地を実施する際、一般的な土
地での調整機能をもたせる等の発想が重要
であるとされた。	
	 ガイドラインとして作成された計画標準
では、当初の案を踏襲する街路・緑地・駅前
広場、具体の検討を重ねた区画整理設計、基
本概念の構築と実践的な検証を行なった土
地利用と異なり、区画整理換地計算標準は特
別都市計画法の制定と減歩補償比率の設定
を待つこととなった。具体に検討過程の素案
を見れば、第一次案が土地評価の計算式を示
すなど、土地評価の方法を示していた一方、
通牒された換地計算標準では手順を示す簡
略的なマニュアルとして完成に至っており、
実体的な評価方法については講習会を開催
し、その中で事例を示す段階的な指針提示を
行うこととされた。	
（2）戦災復興計画標準の検討過程での変化	
	 これまでの研究蓄積と合わせ、戦災復興計
画標準の構築過程は根本的な指針変更（土地
利用）、段階的な継続検討（区画整理設計）、
当初案の踏襲（街路・緑地）、指針の簡略化
（区画整理換地計算）といった異なる方向性
から通牒に至ったことが明らかとなった。ま
た、こうした過程の中で、「土地利用計画→
施設計画→区画整理」という本来あるべき計
画立案のプロセスとは異なる、「区画整理→
施設計画→土地利用計画」という手順で計画
指針を提示する状況が生じている。	
	 具体に標準の検討過程から重要視されて
いた点を整理すれば、土地利用計画では、こ
れまでの用途地域制から脱却したビジョン
を示すための土地利用計画の拡充。すなわち、
区域を細分化するとともに、独自の特色を持
った地区を設定する柔軟性を示すことが重
要とされた。街路・緑地については広幅員街
路、基準に即した緑地系統の整備を遵守する
よう示されたが、具体に空間像を整備する際、
重要となる区画整理設計標準では、良好な住
宅地整備を目的に、従前の課題として認識さ
れていた近隣区の環境構築と過小画地整備
に重点を置くこととが強調され、街路・緑地
整備を重要としつつも、画一的ではない柔軟
な対応を行うことが示された。これは、換地
計算標準でも同様で、大規模敷地の減換地、
過少敷地の増換地を求めながらも、公共敷
地・民間有益敷地（大規模敷地）への土地の



増加処置等の配慮も示すことと変更が加え
られている。	
	 すなわち、既往研究でも指摘されたように
街路・緑地系統の近代的なネットワークが重
視されつつも、実態として整備を進める際、
土地の増減を公的に判断しつつ、土地の大小
に配慮したブロック・ロット形成の過程と住
宅地としての環境整備の観点から、基盤整備
の考察を進める重要性が確認された。	
	
４-２．戦災復興都市計画への影響	
	 戦災復興計画標準は戦災復興院技官・事務
官から戦災都市の都市計画技術者へ指導が
なされている。特に、事業手法であった区画
整理に対しては実際に計画標準策定に携わ
った戦災復興院技術者が指導にあたった。こ
こでは、計画標準に含まれなかった内容が提
示されており、設計標準において戦災復興院
が 4つの市街地像を想定した上でブロック設
計を提示するなど具体的な市街地整備像が
示された。	
	 こうしたブロック形成の 4類型に配慮しつ
つ、地区内の用途地域（事業時・現状）、街
な	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fig1.正形敷地を中心とした街区形成	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
Fig2.用途変更に応じた街区内の環境変化	

	
Fig3.セットバックの違いによる通りの変化	

区、緑地系統、街路の実態調査を行った。街
区形状は多くの戦災都市で標準を遵守した
形状が見られたが、東京等の独自の基準を定
め、街区デザインを進めた地区、漁業を中心
とする港湾整備型の区画整理を実施した地
区、雁木等気候を配慮した記述を参考に街区
設計を実施した地区ではブロック形状、地区
内の公園面積・形状に独自性が見られた。こ
うした特徴を持つ地区は傾向として大規模
敷地を近隣に有する場合が多く、こうした敷
地の減換地を誘導する、もしくは重要施設と
して敷地増加を誘導する等の調整が行われ
たことが推察される。こうした特徴から、詳
細な地区整備の観点からみれば、計画標準を
一つの指標としつつも、地域固有の施設建設
を重要視し、都市空間を計画化していったと
見るべきであろう。	
	 また、街区形状や地区内の街路・緑地系統
は、当初の用途地域（土地利用計画立案はご
く一部のみ）を想定した計画標準に合わせた
もので、戦後の都市発展の過程で用途の見直
しが加わった地区では、細街路の創出といっ
た都市計画上の課題が発生する地区も見ら
れた。こうした現象は一概に戦災復興事業の
影響とは言えないが、土地利用、街区設計、
建築物（形態）が統一的に検討できなかった
ため生じており、基盤評価を進める際の課題
として認識された。	
	
４-３．戦後建築法・都市計画法への影響	
	 戦災復興計画標準の通帳により、戦災復興
事業による新たな都市空間整備が明確に示
されたが、こうした戦後の都市空間像を実現
するための制度設計として建築法の制定、宅
地法の立案、都市計画法の改正が検討される
こととなった。ここでは、まず、都市計画に
基づく土地利用内の建築規制の設定と個別
建築物の基準設定という 2つの概念からなる
建築法規が提案された。用途地域制を見れば、
土地利用計画標準の区分を引き継ぎ、特別地
区など、各都市独自の区域設定ができるよう
に検討されている。最終案では住居・商業・
工業を既成市街地、新市街地と分けることで
純粋用途を求めようとしたが、都市の実態や
復興計画の意志を反映した都市のあるべき
姿を区分することで、制度と実空間のリアリ
ティをもたらそうとされた。戦災復興計画標
準に示された緑地地域についても建築法で
は無指定地域を加え、保存地区と活用地区の
整理を行う発展的な検討がなされた。	
	 こうした建築法と両輪を担う都市計画法
に関しては宅地法という土地について規定
する新たな法規内で検討され、都市計画区域
内の一筆ごとの宅地登記を完成すること、都
市計画区域内の地域地区として緑地地域と
並列に宅地開発地域を設けることで都市全
体の計画的な利用が目指された。遊休地の扱
いや、土地面積の基準をも示そうとしたこの
法は、戦災復興事業の土地整理検討を引き継
ぎながら、後の区画整理法の原型を含んだ画



期的な法として提案された。この中で重視さ
れたのは、過少宅地への対応であり、こうし
た宅地法・都市計画法の改正案は戦災復興計
画標準の思考を土地レベルに踏み込み具体
化させる意味合いも有していた。	
	
４-４．まとめ	
	 以上のように、戦災復興計画標準は街路・
緑地といった近代都市基盤の骨格を強固な
姿勢で指針として示しつつも、街区単位・土
地単位での調整に重点を置く姿勢も見られ
た。加えて、都市のビジョンを示す土地利用
計画の設定を進める後押しをしていた。実測
調査からも、こうした観点から事業地区の独
自性を認められ、正形街区等の独自の基盤と
施設利用が見られた。これは計画標準が柔軟
性を持った指針であることを裏付けている
とも言える。	
	 これに加えて、制度面では拡充した土地利
用計画に即した区分の模索、過少宅地整備の
制度化など、計画標準の検討過程から重要視
されていた項目の発展的検討にもつながる
実態が明らかとなった。	
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